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守口市立幼稚園条例の一部を改正する等の条例 

 

 （守口市立幼稚園条例の一部改正） 

第１条 守口市立幼稚園条例（昭和39年守口市条例第28号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条第２項の表守口市立にわくぼ幼稚園の項及び守口市立と

うだ幼稚園の項を削る。 

 （守口市立幼稚園条例の廃止） 

第２条 守口市立幼稚園条例は、廃止する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。ただし、第１条

（守口市立にわくぼ幼稚園に係る部分に限る。）の規定は平成 28

年４月１日から、第２条及び附則第３項の規定は平成 30年４月１

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に守口市立とうだ幼稚園の園児である者は、

守口市立おおくぼ幼稚園の園児となるものとする。 

 （守口市自転車の安全利用の促進に関する条例の一部改正） 

３ 守口市自転車の安全利用の促進に関する条例（平成27年守口市条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「及び守口市立幼稚園」を削る。 


